
 

本市では、平成 28 年 4 月 1 日に、都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画（以下、

本計画）」を公表しました。 

本計画は、人口減少・超高齢社会の進展が見込まれる中でも、現在の暮らしやすさや都市の活

力を、将来にわたって維持することを目的としており、誰もが移動しやすく暮らしやすい都市の

実現に向けて取り組むものです。 

本計画の公表に伴い、誘導施設※1 の整備動向を把握するため、都市機能誘導区域※2 外では都

市再生特別措置法に基づき届出が義務付けられ、以下に該当する建築・開発行為は、市への届出

が必要となります。（※1、※2裏面参照） 

Ⅰ 対象となる区域・行為 

対象となる区域 都市機能誘導区域※2外の区域 

対象となる 

施設 

 （誘導施設※1） 

生鮮食料を取り扱う、

店舗面積 1,000 ㎡以

上の商業施設 
（共同店舗・複合施設等に
より店舗面積が 1,000 ㎡
以上となるものを含む） 

内科、外科、整形外科、

小児科、歯科を診療科目

とする病院、診療所 
（医療法（以下、法とする）
第１条の５第１項に定める病
院、法第１条の５第２項に定
める診療所） 

入出金可能な、銀行等 
（銀行法第４条に基づく免許を
受けて銀行業を営む銀行（政策投
資銀行を除く）、信用金庫法第４
条に基づく免許を受けて金庫事
業を行う信用金庫及び信用金庫
連合会、労働金庫法第６条に基づ
く免許を受けて金庫事業を行う
労働金庫及び労働金庫連合会、農
林中央金庫法に基づく農林中央
金庫、株式会社商工組合中央金庫
法に基づく商工組合中央金庫） 

対象となる 

行為 

■開発行為 

○上記施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為 
■開発行為以外 

 ○上記施設を有する建築物の新築 
 ○建築物を改築し、上記施設を有する建築物とする 

 ○建築物の用途を変更して上記施設を有する建築物とする 

届出の期日 工事着手の 30日前までに届出 

Ⅱ 手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お問い合わせ先：熊本市 都市建設局 都市政策部 都市政策課 計画班 電話 096-328-2502 

事業者（申請者） 

開発・建築・許認可等の手続き 

（開発景観課・建築指導課・商業金融課・医療政策課） 

工事着工 

開業 

〔区域確認〕 

都市政策課 
立地場所等の確認 

工事着工の３０日前ま

でに届出が必要 



 

 都市機能誘導区域 

この図面は、概ねの位置・区域を示すものです。 

区域の詳細は、都市政策課でご確認ください。 

※1 誘導施設：都市機能誘導区域内に
維持・確保しておく日常生活に必
要な施設（計画で定める商業、医
療、金融施設） 

※2 都市機能誘導区域：日常生活サー
ビス機能を都市の拠点で維持・確
保することにより、必要なサービ
スを受けることができる区域 

  「暮らしを守る”最後の砦”」 


